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１．〈日本学術会議問題〉は、いまど
のような局面にあるか？

２．新・日本学術会議法は、どのよう
な構造になっているか？

３．学術会議について論じるさいに
      念頭に置くべき論点は何か？

４．科学者コミュニティと市民社会は
法人化される学術会議にどのよう
に対応すべきか？

５．いま、学術会議の「2017年声
明」をどのようにとらえるか？



学術会議における活動

2006年3月～2011年9月

連携会員

2011年10月～2016年9月

会員（第一部法学委員会）

2014年10月～2016年9月

第一部長

2016年9月～2022年9月

連携会員

関与した主な提言など

「第５期科学技術基本計画のあり方に関する提言」（2015年2月）

「これからの大学のあり方ー特に教員養成･人文社会科学系の あり方ーに関す

る議論に寄せて」（幹事会声明 、2015年7月）

「軍事的安全保障研究に関する声明」（2017年3月）

「学術の総合的発展をめざして—人文・社会科学からの提言」（2017年6月）

「東日本大震災に伴う原発避難者の住民としての地位に関する提言」（2017

年9月）
2

研・学９条の会
第23回講演と対話のつどい

2018年７月１日

「軍事研究に関する日本学術
会議声明から１年

ーその意義と課題」



①任命拒否問題

2020年10月に菅首相が、学術会議が推薦した105人の会員候補者のうち、6

人の任命を実質的な理由を示すことなく拒否した

→ ・210人の定員に6人の欠員が生じたままになっている

・学術会議は6人の任命と任命しなかった理由の開示を求め続けている

・情報公開を求めて、この6人と166人の法律家を原告とする行政訴訟

→ 2026年9月末で、問題は形式上「消滅」するが、解明は終わっていない

②「法人化」問題

2020年12月 自民党のプロジェクト・チームが学術会議の「法人化」を提言

2022年12月 内閣府が国の機関であることを前提とした法改正の構想を提起

→ 政府、批判を受けて法案提出を断念

2025年6月11日 学術会議を特殊法人化する「日本学術会議法」（新法）が成立

ふたつの問題の関係

＊②は①に対する論点ずらし（既成事実化）である、という側面

＊②は政権の本命の目標になった（or だった）、という側面

＊①と②は、学術会議の独立性を侵害し、政治的に管理しようとする政権の意思の

現われとして連続している
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１．〈日本学術会議問題〉は、いまどのような局面にあるか？



第26期

定数210

（第27期）

定数230

（第28期）

定数250

（第29期）

                  定数250
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2020.10任命

99
（欠員６）

2023.10任命

105

承継会員

105
2026.10指名

125

125
2029.10選定

125

「候補者選考委
員会」による
特別な手続

再任不可
定年70歳

125
2032.10選定

125
会員から「候補者選定
委員会」が選出される

新たな手続

再任あり

再任あり

新法にもとづく会員の移行過程（附則３～６条）



【2025年6月から2026年9月まで】 （第26期)

○6月11日、新・日本学術会議法が成立 → 6月18日公布：附則のみ施行

→ 国の機関としての従来の学術会議が引き続き活動

○6月26日、内閣総理大臣が9名の設立委員を任命

○政令・府令の制定

６月18日 候補者選考委員会令（政令）
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全員が「日本学術会議
の在り方に関する有識
者懇談会」の関係者

光石 衛（日本学術会議会長）
日比谷潤子（日本学術会議副会長）
三枝 信子（日本学術会議副会長）
磯 博康（日本学術会議副会長）
岸 輝雄（東京大学名誉教授、有識者懇談会座長）
五十嵐仁一（公益社団法人日本工学アカデミー副会長）
相原 道子（横浜市立大学名誉会長）
笹川 武（内閣府大臣官房総合政策推進室長） → 相川哲也（同）
相川 哲也（内閣府日本学術会議事務局長） →   畠山貴晃（同）

定数210人＝105人（欠員6人）＋105人



○候補者選考委員会による第27・28期会員予定者の選考

会長が、内閣総理大臣が指定した宮園浩平（総合科学技術・イノベーション

会議常勤議員）および佐々木毅（日本学士院院長）と協議して任命（10～

20名）

→ 候補者選考委員会は、「会員予定者の候補者」の「研究又は業績に

関する審査」を行なうため部会を置き、部会に選考委員と「当該専

門の事項に関し学識経験のある者」のうちから現会長が任命する

専門委員を配置する。

→ 内閣総理大臣が委任した設立委員（光石現会長）が会員予定者を指名

内閣総理大臣が委任した設立委員（光石現会長）が、会員予定者の中か

ら会長職務代行者を指名
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候補者選考委員会委員

山口 厚 法学、元最高裁判事、東京大名誉教授（委員長）
城山 英明 行政学、東京大教授、会員
清家 篤 経済学、日本赤十字社社長、慶應義塾大学名誉教授、元連携会員
仲 真紀子 心理学、理化学研究所理事長特別補佐、元会員
長谷川真理子 人類学、日本芸術文化振興会理事長、元日本学術会議外部評価有識者
羽入佐和子 哲学、帝京大特任教授、日本学術会議の新たな展望を考える有識者会議座長代

理、元連携会員
原山 優子 経済学、情報通信研究機構GPAI東京専門家支援センター長、元CSTI常勤議員

大隅 良典 生物学、東京科学大栄誉教授
岡部 繁男 医学、東京大教授、元会員
國土 典宏 医学、国立健康危機管理研究機構理事長
長田 重一 生物学、大阪大特任教授、
望月 真弓 薬学、慶応大名誉教授、元副会長
森 和俊 生物学、京都大特別教授、会員

五十嵐仁一 工学、日本工学アカデミー副会長、日本学術会議の在り方に関する有識者懇談
会委員、元特任連携会員

大野 英男 物理学、東北大前総長、元第三部長
長我部信行 理学博士、日立ハイテク・エグゼクティブアドバイザー
川合 真紀 化学、自然科学研究機構機構長、元第三部幹事
小谷 元子 数学、理化学研究所領域総括、国際学術会議副会長、元会員
藤野 陽三 工学、城西大学長、元連携会員
松本洋一郎 工学、東京大名誉教授、外務大臣科学技術顧問

現会員は20人中２人のみ
コ・オプテーション制を否定

人文・社会科学、生命科学、理
学・工学にほぼ３分の１ずつ



○学術会議の動き

＊法人化準備委員会

・会員選考制度検討分科会

・日本学術会議憲章検討分科会

・自己資金検討分科会

＊諸規則案の作成

＊会長が候補者選考委員会による選考にもとづいて会員予定者の候補者を指

名し、幹事会の議を経て総会が承認

○科学者コミュニティと市民社会の課題

＊任命拒否と「2018年文書」についての情報公開訴訟（継続中）

 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000146

＊立法過程の総括と新法の分析

＊今後の「法人化」問題を展望する出版、講座、シンポなど

＊候補者選考過程の監視
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https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000146


【2026年10月から2029年9月まで】 （第27期）

○2026年10月１日、新法本体の施行（特殊法人）

〇学術会議の動き

・設立総会（会長の選出、諸規則の制定）

・中期的な活動計画と2027年度計画の策定  → 予算要求

・組織と活動の再構築

組織構造の再構築

学協会との関係の再構築

科学的助言のあり方の発展

〇内閣総理大臣が任命する監事、評価委員会が始動

会長が任命する運営助言委員会が始動

〇候補者選考委員会が第28・29期会員を選考

○科学者コミュニティと市民社会の課題

・市民社会と学術会議（学術）との関係のあり方についての社会的議論

・法人化の社会的中間総括と提案 ← 施行3年後の見なおし（付帯決議）9

定数230名＝105名（継承会員：再任なし、70歳定年）
＋125名（再任あり、75歳定年）

会員の半数弱は現
会員

現会員（継承会員）は
選考手続から排除



【2029年10月から2032年9月まで】 （第28期）

○新法にもとづくレジームが完成

〇学術会議の動き

・新法にもとづく候補者選定委員会が第29・30期会員を選定

〇会長が任命する選定助言委員会が始動

○科学者コミュニティと市民社会の課題

・法人化の社会的総括と提案 ← 施行６年後の見なおし（新法附則）
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定数250人＝125人＋125人（すべて新会員）
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２．新・日本学術会議法は、どのような構造になっているか？

現行法
（1948年。83年、04年改正）

新 法
（2025年）

前文 科学者の総意による設立、平和的
復興、人類社会の福祉への貢献

なし

目的・理念 科学の向上発達／行政・産業・国
民生活への科学の反映浸透

学術の向上発達／社会の課題解決に寄与
人類社会の持続的発展／国民の福祉の向
上

法人格（設
置形態）

なし（国の特別の機関） 法人（特殊法人）

所管 内閣総理大臣 規定なし（事実上の主務大臣としての内
閣総理大臣）

職務／業務 独立して職務（科学に関する重要
事項の審議と実現、科学に関する
研究の連絡と能率の向上）を遂行
政府による諮問（諮問事項あり）
および政府に対する勧告（勧告事
項あり）

業務（学術に関する重要事項の審議と実
現、学術関係者間の連携の確保・強化ほ
か）を遂行。運営の自主性・自律性に対
する国の配慮
政府による諮問および政府に対する勧告

会員の人数 210人 250人

会員の任期 ６年（３年ごとに半数改選、再任な

し）
６年（３年ごとに半数改選、１回に限り
再任あり）

会員の定年 70歳 75歳
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現行法
（1948年。83年、04年改正）

新 法
（2025年）

会員の選任 学術会議による推薦に基づき内閣
総理大臣が任命

会員・連携会員による候補者の推
薦

候補者選定委員会（＋分野別業績審査委
員会）による選考に基づき学術会議が選
定
会長が任命する選定助言委員会の意見を
聴いて選定方針を作成。
会員、多様な関係者からの候補者の推薦

会員の退任 学術会議の申出に基づき内閣総理
大臣により退職

候補者選定委員会の求めにより総会が解
任

会長・副会
長

会長の任務は会務の総理

会員による会長の互選

総会の同意を得て会長が副会長
（３人）は指名

会長の任務は経営に関する事務の総理
（会長が任命する運営助言委員会が関
与）
会長は総会が決議により選任（選任理由
を公表）
総会の同意を得て会長が副会長（３人以
内）を任命

部 人文・社会、生命科学、理学・工
学の三部制
部の会員による部長の互選、部会
の同意を得て部長が副部長・幹事
を指名

規定なし

執行部 幹事会（正副会長および各部の部
長・副部長・幹事）

役員会（正副会長および会長が指名する
者）
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現行法
（1948年。83年、04年改正）

新 法
（2025年）

会員の責任 規定なし 守秘義務
罰則
損害賠償責任

連携会員 会長が任命 規定なし

計画 規定なし 中期的な活動計画（6年）および年度計
画を作成

監査 規定なし 会員以外の者から監事２人を内閣総理大
臣が任命。監査報告を作成、会長または
内閣総理大臣へ意見を提出

検査 規定なし 内閣総理大臣の職員による事務所への立
ち入り、物件の検査。是正措置命令

評価 規定なし 会員以外の者から日本学術会議評価委員
会を内閣総理大臣が任命。同委員会に自
己点検評価書を提出

経費 国庫が負担 必要と認める金額を政府が補助

新会員の選
考（経過措
置）

総合科学技術会議議員のうち同議
長が指名する者および日本学士院
院長と協議のうえで会長が任命す
る会員候補者選考委員会の推薦に
基づき、内閣総理大臣が新会員を
任命

内閣総理大臣が指定する者と協議のうえ
で会長が任命する候補者選考委員会によ
る選考に基づき会長が選定し、その推薦
に基づき内閣総理大臣（設立委員に委
任）が新会員予定者を指名



＊独立行政法人型の構成

①〈会員によって構成され自律的に運営される学術会議に固有の要素〉と

〈法人化によって持ち込まれた要素〉との組み合わせ

②設立の経緯と精神を謳った前文が消滅する。

③「廃止」と「設立」という手続によって、コ・オプテーション制によって確保さ

れてきた人的な継承性が基本的に切断される。 14

日本学術会議法
（1948年）

日本学術会議法
（2025年）

独立行政法人通則法
（1999年）

前文
第１章 設立及び目的（１～２条）
第２章 職務及び権限（３～６条の２）
第３章 組織（７～16条）
第４章 会員の推薦（17条）
第５章 会議（23～24条）

第６章 雑則（25～28条）

附則

第１章 総則（１～７条）

第２章 機関（８～36条）
第３章 業務（37～41条）
第４章 中期的な活動計画等

（42～44条）
第５章 財務及び会計

（45～48条）
第６章 雑則（49～54条）
第７章 罰則（55～58条）
附則

第１章 総則

第２章 役員及び職員
第３章 業務運営

第２節 中期目標管理法人

第４章 財務及び会計
第５章 人事管理
第６章 雑則
第７章 罰則
附則

独立行政法人通則法が存在する独立行政法人と
は異なり、特殊法人には通則法は存在せず、そ
れぞれの根拠法にもとづいて規制されている。

日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総
意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して
学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。
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〈会員によって構成され
自律的に運営される学術

会議に固有の要素〉

下からのガバナン
ス構造の欠落

〈法人化によって持ち込
まれた要素〉

「外部の目」の
導入

執行部中心の
ガバナンス

学術会議の性格を
考慮した「緩和」

財政構造 新学術会議の
将来像は？

政府の補助

自己資金

新法の構造

移行期の特例

監事
中期的活動計画

評価委員会
民事責任、罰則

運営助言委員会
選定助言委員会

「部」、連携会員に
ついての規定の欠如

主務大臣による
中期目標なし

設立委員
候補者選考委員会



(1)前提

①現行日本学術会議法を廃止し、同名の組織を新法によって「法人」（特殊法

人）として設置する

単なる設置形態の変更ではなく、性格が変わり、人的連続性が絶たれ、これ

までのような学術会議は事実上解体される。←国立大学の法人化とは異なる

＊学術会議は、「政府の事業」を実施する組織ではない。

＊学術会議の「業務」の性質は「企業的経営」「能率的経営」にはなじまない。

＊学術会議は、他の特殊法人や独立行政法人には存在しない、科学者である「会

員」によって構成されるものであり、会員によって自律的に運営されるべきもの

である。

＊現行法では会員を学術会議の推薦に基づいて任命するだけで監督は行なわない内

閣総理大臣は、任命は行なわないが主務大臣として監督権を行使することになる。
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特殊法人とは、法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設

立行為をもって設立すべきものとされる法人（独立行政法人を除く。）を指します。
政府が必要な事業を行おうとする際、その業務の性質が企業的経営になじむもので
あり、これを通常の行政機関に担当させても、各種の制度上の制約から能率的な経
営を期待できないとき等において、主務大臣がその監督を行うとともに、その他の
面では、できる限り経営の自主性と弾力性を認めて能率的経営を行わせようとする
ため、特別の法律によって法人を設ける場合があります。

総務省
ウェブサイト

政府が主張する「独立性が高ま
る」というほとんど唯一の根拠



②役割と性格
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現行法第２条
日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図

り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。

第1条（目的）
日本学術会議（以下「会議」という。）は、我が国の科学者の内外に対する代表機関と

して、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する
者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の
整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学術の向上発
達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的
とする。

第２条１項（基本理念）
会議は、学術に関する知見が人類共有の知的資源であるとともに経済社会の健全な発展

の基盤となるものであることに鑑み、世界の学界と連携協力して学術の向上発達及び学術
に関する知見の活用の推進を図り、もって人類社会の持続的な発展及び国民の福祉の向上
に貢献するものとする。

日本学術会議憲章３項（2008年）
科学に基礎づけられた情報と見識ある勧告および見解を、慎重な審議過程を経て対外的

に発信して、公共政策と社会制度の在り方に関する社会の選択に寄与する。

「ミッション・オリエンテッド型」の活動。
誰が何を「社会の課題」と考えるかがカギ。

現行法前文
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下

に、 わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩
に寄与することを使命とし、ここに設立される。



現行法は、学術会議は「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図る」、「科学

に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させる 」という職務を「独立」して行

なうと定めたうえで、政府に「勧告」する権限を与え、勧告事項を次のように列挙し

ている（別に政府による「諮問」事項も列挙）。

①科学の振興及び技術の発達に関する方策

②科学に関する研究成果の活用に関する方策

③科学研究者の養成に関する方策

④科学を行政に反映させる方策

⑤科学を産業及び国民生活に浸透させる方策

⑥その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項

これに対して新法は、「業務」の一環として「勧告」を定めてはいるものの、勧告事

項についての規定はなく、「独立」は「運営における自主性及び自律性」への配慮に

変えられている。

18

政府との対等な関係を示すという意
味で原則的に重要だが、現在でも勧
告や答申に対して政府が応答するメ
カニズムが存在せず、勧告権が規定
されているだけでは不十分。

「国は、この法律の運用に当たっては、我が国の科学者の内外に対する代表機関として
政府の諮問に対する答申等を行うという会議の組織及び業務の特性に鑑み、その運営に
おける自主性及び自律性に常に配慮しなければならない。」

「国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学
共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなけれ
ばならない。」（国立大学法人法３条）

学問の自由／大学の自治

〈科学のための政策〉と
〈政策のための科学〉と

にまたがる。



(2)会員によって構成され自律的に運営される学術会議に固有の要素

①会員の増員と任期延長

定数は210人を250人に

任期６年（３年ごとに半数改選）１期限りを、１回に限り再任可に

定年は70歳を75歳（誕生日ではなく９月30日）に

＊連携会員についての規定がない

→ 会員とともに活動を担っている約2000人の連携会員なしで活力を

維持できるかどうか、問題がある

②「部」についての規定がない → 専門分野のコミュニティという足場のない会員

現在は、第一部：人文・社会科学、第二部：生命科学、第三部：理学・工学

→ 少なくとも法律上は、人文・社会科学と自然科学とにまたがる組織で

あることが明示されていない（バランスを保つべき根拠が失われる）

現在は、会員は総会のほかに「部会」を通じて活動し、総会に次ぐ機関であ

る「幹事会」は正副会長と各部の役員によって構成されている

→ 「役員会」は正副会長と会長指名の会員によって構成

会長を中心とするトップダウンのガバナンス。これに「会員以外の

者」が幾重にも加わる。
19

「働くアカデミー」←→終身制
継承性と新陳代謝との調和をどう図るか



③会員の選定

＊これまでのコ・オプテーション制

・選考委員会が原案を作成した「選考方針」を総会が決定。

・会員・連携会員による「推薦」と協力学術研究団体（学協会）による「情報

提供」にもとづいて会員候補者をリストアップ。

・３つの部ごとに設けられる選考分科会と全体の選考委員会による候補者の絞

り込み。そのさい、分野横断的分野や新しい学問分野を考慮にいれることを

目的として、一定の「選考委員会枠」が設けられる。

・選考委員会が、順位をつけた（定数＋アルファの）候補者名簿を作成。

＊2016年以降、この段階で「調整」の名による官邸の人事介入

・幹事会が、定数と同数の候補者名簿を決定。このとき、総合的な考慮から選

考委員会がつけた順位を変更することがありうる。

・総会が、候補者名簿を承認。

・学術会議が内閣総理大臣に候補者を推薦。任命の１ヵ月前までに（内閣府

令）、50音順の氏名のみが示される。何らの説明資料が付けられていないの

は、任命行為が形式的なものであるという前提に相応するもの。

・内閣総理大臣が任命。
20



＊新法による手続

・総会が会員のうちから「会員候補者選定委員会」（10～20人）を選出する。

・「会員候補者選定委員会」は「選定助言委員会」の意見を聴いて「選定方

針」の案を作成し、総会に提出する。

→ 「選定方針」で定めるべきとされていることの多くは、現在、学術

会議が自主的に制定し公表している選考方針と重なっている。しか

し、法定すれば強い規制力を生む根拠となると考えられる。

例えば、「年齢、性別、所属機関の種類及び所在地域等に著しい偏

りが生じないようにすること」という規定は、例えば企業所属の会

員候補者が「著しく」少ないという現在でも存在する主張に根拠を

与えることになる可能性がある。

・「選定方針」の中で定められる研究分野に添って、「分野別業績審査委員

会」が「会員候補者選定委員会」のもとに置かれる。

→ 「分野別業績審査委員会」は、現在は３つのごとに設置されている

「選考分科会」に相当？ 「分野」がどのように設定されるかに

よって異なってくる。

・会員は、「会員候補者選定委員会」が「優れた研究又は科学者」の中から

選定した候補者のうちから、総会が選任する。

21
日本学士院法「会員は、学術上功績顕著な科学者のうちから、日本
学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。」
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第30条 会員候補者選定委員会は、次
条第１項に規定する選定方針に従っ
て、会員の候補者を選定する。

２ 会員候補者選定委員会は、会員、
大学、研究機関、学会、経済団体そ
の他の民間の団体等の多様な関係 者
から推薦を求めることその他の幅広
い候補者を得るために必要な措置を
講じなければならない。

４ 会員候補者選定委員会は、分野
別業績審査委員会が優れた研究又は
業績があると認めた科学者のうちか
ら会員の候補者の選定を行うに当
たっては、会員の候補者の構成 につ
いて、次に掲げる事項に配慮しなけ
ればならない。

(1)年齢、性別、所属する機関の種
類及び所在地域等に著しい偏りが生
じないようにすること。

(2)先端的、学際的又は総合的な研
究分野を含む多様な研究分野の科学
者が含まれるようにすること。

(3)国際的な研究活動、行政、産業
界等との連携による活動、研究成果
の活用に関する活動その他の多様な
活動の実績のある科学者が含まれる
ようにすること。

第26-27 期日本学術会議会員候補者の選考方針〔抄〕
（４）情報提供の求め

協力学術研究団体に会員候補者に関する情報提供を
求めるほか、大学関係組織、経済団体、政策関係機関
その他会員候補者の選考に際して有益な知見を有する
と考えられる機関又は団体に情報提供を求める。
（２）選考に当たって考慮すべき観点

次期の会員の多様性が確保されるよう、以下の観点
を考慮して会員候補者を選考す る。 〔詳細は略〕

① ジェンダーバランス
② 地域分布
③ 主たる活動領域 大学・研究機関だけではなく、産

業界、医療界、法曹界、教育界といった実務の現場で
優れた研究又は業績を有するに至った会員候補者の選
考も考慮する。

④年齢構成
２．会員候補者に求める資質等

優れた研究又は業績がある科学者であることに加え、
活動の実績等に照らして以下のいずれかの要件を備え
ていると認められる者であ ることを考慮する。

1 ‐ 国内外の学術及び社会の動向を的確に把握し、科
学・技術の発展方向を広い視野から展望して異な
る専門分野間をつなぐことができること
‐ 国内外の学術及び社会の動向を的確に把握し、科
学・技術の発展方向を広い視野から展望しつつ、
政府や社会と対話し、課題解決に向けて取り組む
意欲と能力を有すること



＊総会が選任する「選定助言委員会」（５～７人）

・「優れた研究又は業績を有する科学者（会員その他内閣府令で定める者

を除く。）であって、学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外

の社会経済情勢又は産業若しくは国民生活における学術に関する研究成

果の活用の状況に関し広い経験と高い識見を有するもの」

・職務

‐ 「選定方針の案」の作成について意見を述べる。

→ 「意見」には拘束力はなく、最終的には「会員候補者選定委員 

            会」をつうじて総会が決定する。

しかし、「選定助言委員会」の「意見」と異なる決定をする場合は

説明を求められることになるだろうし、異なる決定をしたことにつ

いては「日本学術会議評価委員会」による評価の対象となるだろう。

 ‐ 「会員の候補者の選定」について「会員候補者選定委員会」の諮問に

応じて意見を述べる。

→ 「会員候補者選定委員会」の諮問がなければ「選定助言委員会」

の出番はない。

しかし、評価委員会による評価システムのもとで、諮問するよう促

す力が働く可能性がある。 23



④解任

・2018年11月13日付の日本学術会議事務局名の文書は、「不適当な行為とは、

いわゆる名誉を汚辱するような行為であり、例えば、犯罪行為等が想定され

ているところである」と述べている（辞職が承認された連携会員の例として

挙げられているのは、研究資金の不正使用、論文におけるデータの改ざんや

ねつ造）。

24

「会員候補者選定委員会は、会員が会議の業務に関し著しく不適当な行為を
したと認めるときは、総会に対し、当該会員の解任を求めることができる」。
「総会は、前項の規定による解任の求めがあった場合において、当該会員が
会議の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認めるときは、当該会員を解
任することができる」。

現行法
「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術
会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。」



＊国会審議で坂井大臣は、「特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す

会員」は、「学術会議が解任できる」、「どのような場合が解任に該当する

事由となるかについては、学術会議において適切に判断されるべきであろ

う」、「そういったものなどは規則などにおいてあらかじめ具体的に定めて

おく必要があろう」と答弁。

別の議員は、「政治的中立性を確保することが非常に重要であり、特定の政

党や外部勢力が介入することのないようにするべき」であり、「そのために

も、本法案で新設される選定助言委員会などを会員候補者の選定に当たって

の外部の目としてしっかりと機能させることが必要」だと主張。

坂井大臣も、「不透明な資金提供を受けるなど公正性に題があるような人物

がまず会員とならないよう、適切に対応されるもの」として、選考段階にお

ける「公正性」のチェックの必要性を指摘。

→ 解任規定が政治的見解を根拠に適用可能であるとする不当な主張。

とくに、政府や利害関係者から独立した学術の立場から、政策的課題

にかかわることがらを含め科学的助言を行なうという学術会議の役割

に照らして、俗耳に入りやすい「政治的中立性」という基準を持ち出

すことは的外れであるだけではなく、危険。

政治家やメディアが “外から ”批判し対応を求める、という場面を警戒

              する必要がある。
25



⑤会長

＊「経営に関する事務」を総理する。

＊「特に優れた研究又は業績があり、人格が高潔で、かつ、会議の業務を適切

かつ効果的に運営することができる能力を有する会員のうちから、総会が、

その決議により選任する。」「選任の理由その他…を公表しなければならな

い。」

・現行法では「会員の互選」（過半数を得る者があるまで投票。日本学

術会議細則）。

→ 投票によらない選任方法をとる余地がある。投票なら「選任の理

由」の公表はありあえない。

＊任期は、「選任の時から、当該選任後３年以内に到来する会員の任期の末日

日以後最初に開催される総会において次の会長が選任される時まで」

「会長としての職務の執行が特に優れたものであるとき」は１回に限り再任

可 ← 現行法では、任期３年、再選可。

＊法人発足時は、内閣総理大臣は、会員予定者の中から、会長が選任されるま

でのあいだ会長の職務等を行なう者を指名する。

→ 内閣総理大臣の指名で暫定的に「会長の職務等を行なう者」が、事

実上、最初の会長の有力候補となる可能性がある。

→ 現会長に権限を委任 26



＊会長が任命する「運営助言委員会」（10～15人）

「学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢、産業若し

くは国民生活における学術に関する研究成果の活用の状況又は組織の経営に関

し広い経験と高い識見を有するもの」

・総会議決事項のうち、内閣総理大臣の認可または承認を受けなければならな

い事項、「中期的な活動計画」および年度計画の作成・変更、自己点検報告

書の作成、予算の作成などについて議案を提出しようとするとき、会長は

「運営助言委員会」の意見を聴かなければならない。

→ 運営助言委員会」に意見に拘束力はないが、「聴きおく」だけでは

すまないだろう。応答し、場合によっては原案を修正することとな

り、調整の時間的コストもかかる（年度計画、自己点検報告書、予

算は毎年提出しなければならない）。

。

27



(3) 法人化によって持ち込まれた要素（独立行政法人等の構造を踏
襲したもの）

①内閣総理大臣が任命する「監事」（2人）

＊監事は（会計だけではない）「業務」を監査する。

。
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「監事は、いつでも、役員（監事を除く。）、役員以外の会員及び職員に対して事務及び事
業の報告を求め、又は会議の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」
「監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は内閣総理大臣に意見
を提出することができる。」
「監事は、役員（監事を除く。）、役員以外の会員又は職員について、不正の行為をし、若
しくは当該行為をするおそれのある事実があると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法
令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を次
の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。」

「内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会議に対し、その
業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、会議の事務所に立ち入
り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。」

→ 罰則
「内閣総理大臣は、会議又はその役員、役員以外の会員若しくは職員が、不正の行為若しく
はこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると
認めるときは、会議に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることが
できる。」



・政府は、「国立大学あるいは独法と同じ規定」であり、「適法性、それから

ルールに合っているという意味での適正性」のチェックに限定される、と答

弁。「監事の所掌事務は、国立大学法人とか独立行政法人などと同じ書きぶ

り」であり、「例えば大学でも、教育内容とか研究内容に立ち入るものでは

ない」、「学術的な活動の価値、内容、そういったものに立ち入るもの」で

はなく、「あくまでも、活動、運営の適法性、適正性について監査するも

の」だと強調。

・しかし、監事が作成する「監査報告」は内閣府令で定めるところによる。

「業務の監査」が「適法性・適性性」の監査に限定される、という根拠（歯

止め）はない。「適法性・適切性」と「学術的な活動の価値・内容」との

あいだには幅広い領域が広がっており、監査がそこに触れることによって

「活動面での政府からの独立」を損なう余地が残されている。

・国立大学法人においては、監事の役割が強化される方向にある。国立大学法

人法施行規則は、「監査報告」に記載されるべき事項として、国立大学法人

等の業務が「法令等に従って適正に実施されているかどうか」だけでなく

「中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどう

か」についての意見をも挙げている。後者は、業務のあり方に踏み込むもの

である。このような監事の役割が学術会議にふさわしいと言えるかどうかが

問われなければならない。
29



②内閣総理大臣が任命し内閣府に置かれる「日本学術会議評価委員会」（５～

７人）

・「会員その他内閣府令で定める者以外の者であって、学術に関する研究

の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢、産業若しくは国民生活

における学術に関する研究成果の活用の状況又は組織の経営に関し広い

経験と高い識見を有するもの」

・「自己点検評価書に記載された自己点検評価の方法及び結果について、

調査審議し、必要があると認めるときは、会議に対し意見を述べる」

「中期的な活動計画について、会議に対し意見を述べる」

← 明文では担保されていない

30

「まず、学術会議の使命・目的及び中期的な活
動の方針に照らして行う評価については、学術
的な活動（学術的な助言等）の内容そのものを
論評するも のではないことを十分に認識してお
く必要がある。」（「最終報告」）



③「中期的な活動計画」を6年ごとに策定。

＊独立行政法人や国立大学法人の場合：主務大臣が「中期目標」を定め、それ

を実施するための「中期計画」を法人が作成し、認可を受ける。

＊新法の場合：「中期的な活動計画」を自ら定める。

ただし、定めるべき内容は、独法の「中期目標」「中期計画」と類似している。

しかも、「中期的な活動計画」を定め変更しようとするときは「日本学術会議

評価委員会」の意見を聴かなければならないとされており、学術会議が完全に

自主的に定めることができるわけではない。「中期的な活動計画」については

内閣府令の制定が予定されている。

→ 「中期的な活動計画」が学術会議の活動を詳細に規制するツールとなる

可能性がある。

＊「中期的な活動計画」にもとづき、「年度計画」が作成される。

＊事業年度の終了後には、「自己点検評価書」を「日本学術会議評価委員会」

に提出しなければならない。「日本学術会議評価委員会」は必要があると認め

るときは学術会議に対して意見を述べることができ、その内容は内閣総理大臣

に通知される。学術会議は、「日本学術会議評価委員会」の意見を「自己点検

評価の方法の改善に適切に反映させなければならない」。



④財政基盤の多様化

＊政府からの補助の水準は、国家予算案の編成の過程において行なわれる内閣府

および財務省との査定の結果次第ということになる。

これまで内閣府は、「中期的な活動計画」は予算要求の根拠として使える

（だからそれを策定する意義がある）と説明してきた。政府からの補助が学術

会議の活動を方向づけるツールとなりうる、ということを物語っている。

＊「中期的な活動計画」には「資金計画」が定められる。そこには自己資金が

含まれるだろう。自己資金獲得の努力が行なわれているかどうかは、評価委

員会による意見や評価の対象となるだろう。 32

「政府は、予算の範囲内において、〔学術〕会議に対し、その業務の財源に充てるため、
必要と認める金額を補助することができる。」
「 業務運営に当たっては、前項の規定による補助金について、国民から徴収された税金そ
の他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定、中期的な活動計画及
び年度計画に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。」

「日本学術会議法案（仮称）の概要」（2025年1月時点）
「政府は、予算の範囲内において、〔学術〕会議に対し、その業務の財源に充てる
ために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。」

福島復興再生特別措置法 ← 「福島国際研究教育機構」（F-REI）
「政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務の財源に充てるために必
要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。」



＊「財政基盤の多様化」のための法人化

一方では、「財政基盤の多様化」によって法人化を根拠づけ、

他方では、「国からの財政的支援」によって「ガバナンスの強化」を根拠づける

という論理構成 → 国によって管理される法人 33

有識者懇談会「中間報告」（2023.12）

・「国の機関のままでの改革には制度面でも財源面でも限界が感じられ」る。

↓

・政府には、「ナショナル・アカデミーの意義及び性格を踏まえ、学術会議の活動・運

営に必要な財政的支援を継続して行うことが求められる」。

・しかし、今後必要になる「相応の財源」については、「現下の厳しい財政状況の下で

そのすべてを国費に期待することは現実的ではない」。

・したがって、財政基盤を多様化し、「少なくとも将来的に一定程度の自主財源を確保

することを目指すのは極めて自然」である。

・財政基盤を多様化するためには、国の組織であることには制約があり、法人化が望ま

しい。

「新たな日本学術会議は、活動・運営の活性化、独立性の徹底という観点からも、財政基

盤の多様化に努める。／その上で、必要な財政的支援を行う。外部資金獲得の支援に必要

な措置も検討する。 」（2023.12 大臣決定）



34



＊「財政基盤の多様化」の中味（「中間報告」）

・「コントラクト」（契約）にもとづき対価を徴収して審議依頼に応じる
メディアとの「包括的な連携」など

・寄付

＊対価の徴収などは、性格上、科学的助言の独立性にとって疑問であり、安定的

財源となるかどうかも疑問

＊国の財政的支援と自主財源との関係は不透明

・国費によって何を、自主財源によって何を賄うのか → 「最終報告」

・国費の支出はどの程度安定的なものなのか

→ 現状程度の水準すら保証されているわけではない

→ 外部資金（対価）の得られる方向に活動を向けることを迫られる

＊財政基盤の強化の必要性に焦点が当てられたことは評価できるが、それが法人

化の根拠とされていることは本末転倒

→ 問われるべきなのは設置形態ではなく 「現下の厳

しい財政状況の下でそのすべてを国費に期待する

ことは現実的ではない」（思考停止）という前提

そのものではなかったのではないか？ 35

2025年度予算では2.5億円
増の12億円
政治的意思があれば国の機
関のままでも増額可能であ
ることを示している



36

日本学術会議の在り
方に関する有識者懇
談会２０２４．12.18

有識者懇談会「最終報告書」

〇 国から独立した法人に移行する学術会議に対し
て行われる(A)国からの財政的支援の内容としては、
① 経常的な活動・運営（人件費、広報経費、庁

舎管理経費など）
② 学術自身の価値を目的とする活動（学術の在

り方・社会との関係や基本原理に係るもの、
研究基盤・研究環境の整備など学問・学術の
インフラに相当する活動など）

③ 学術の用途を目的とする活動（喫緊の社会課
題への対応）

④ 政府等への学術的知見の提供（国からの審議
依頼等）

などが考えられ、このほかに(B)外部資金による自
主的な活動のための経費の獲得に努めていくこと
になる。



⑤守秘義務

 

＊政府は、「法人化後も、政府に対して、資料の提出、意見開陳その他協力を

求めることができる条文」が残っており、したがって「国が法人に対して円

滑に重要な情報を提供するためには、当然守秘義務が必要だ」と主張。

→ 秘密情報を提供？ その場合、非公開で審議？

・自由で公開の議論の場である学術会議に、その性格を吟味することなく

〝無頓着に〟(?)守秘義務を導入している。どのように機能するか、要注

意。

 

37

「会議の役員、役員以外の会員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはな
らない。その職を退いた後も、同様とする。」→ 罰則

「〔福島国際研究教育〕機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らして
はならない。その職を退いた後も、同様とする。」（福島復興再生特別措置法）

「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。」（国立大学法人法）

「行政執行法人の役員〔中略〕は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。」（独立行政法人通則法）



(4)発足時の特別な手続（附則３～６条）

・現会長が、「優れた研究又は業績がある科学者」のうちから、「候補者選

考委員会」（10～20人）を任命。

そのさい、「科学の振興及び技術の発達に関する政策に関し広い経験と高

い識見を有する者」と「学術に関する研究の動向に関し広い経験と高い識

見を有する者」のうちから内閣総理大臣が指定する者と協議しなければな

らない。

→ 「候補者選考委員会」は現会員によって構成されるとも現会員は除

くとも書かれていない。

→ 現会員が排除される可能性がある（コ・オプテーションの否定）。

・「候補者選考委員会」は、「会員予定者の候補者の選考の基準及び方法そ

の他の会員予定者の候補者の選考に関し必要な事項」を定める。

‐ 新法では、本来 「選定方針」は総会が決議。

→ 特別な手続では、「候補者選考委員会」が専決。

→ 新組織の初期会員の選任というこの段階で、会員の分野別構成

や出身別構成などの方向性が定まる可能性がある。

・現会長が「候補者選考委員会の選考に基づいて」、幹事会の議を経て総会

の承認を受け、 「会員予定者の候補者」を選定。

・内閣総理大臣（→現会長に委任）は、学術会議の「推薦に基づいて」125
人の「会員予定者」を指名する。

38

現学術会
議に対す
る譲歩



＊この特別な手続は、日本学術会議法の2004年改正にもとづいて設けられた「候補

者選考委員会」（通称「30人委員会」）を参照したもの。

 2004年改正は、自主改革案を持つ学術会議と総合科学技術会議専門調査会との

一定の協調を踏まえて国会の全会一致で成立した（委員長は吉川弘之元会長）。

・総合科学技術会議の議員のうち議長が指名する者、および日本学士院長

＊しかし、2004年改正は、学協会推薦制に代わるもとづくコ・オプテーションの

主体を新たに生み出す必要があったためにとられた措置であり、コ・オプ主体を

テーションの主体（現会員）が存在する現在とは前提が異なる。

39

○ このような初期メンバーの選考は、学術会議の使命・目的の拡
大・深化及び明確化を踏まえつつ、学術の進歩と社会の変化を会員構
成に反映するという重要な意義を有していると言える。
〇 新分野・融合分野への対応、ダイバーシティを踏まえた会員の多
様性の拡大、極めて卓越した研究・業績を有する元会員の再任など、
具体的な選考方法としては、現会員だけによる候補者の研究・業績の
卓越性の精査では必要十分な選考を行うことは難しいと考えられる。
このため、大幅な見直しを行った平成17年制度改正時を参考にして、
現会員だけによるコ・オプテーションではなく、多様な視点からより
オープン に慎重かつ幅広く選考する方法により行うことが適当であ
る。 （「最終報告」）

根拠のない
断定



＊法規の枠組み

法律

日本学術会議法

独立行政法人通則法の準用（52条ほか）

政令

日本学術会議評価委員会に関し必要な事項（51条）

（初期会員の）候補者選考員会に関し必要な事項（附則６条）

積立金の処分に関し必要な事項（47条）

国の有する権利・義務を承継する資産の評価に関し必要な事項（附則18条）

学術会議に無償使用させる国有財産（附則19条）

内閣府令

監事による業務の監査報告の作成（19条１項）

会長の選任理由等の公表事項（21条４項）

選定助言委員・運営助言委員となれない者（26条３項、27条３項）

中期的な活動計画（42条）、年度計画（43条）

各事業年度の自己点検及び評価、自己点検評価書の提出（44条）

貸借対照表等、事業報告書の作成（45条）

内閣総理大臣に対する初期会員の推薦（附則４条）

（初期会員の）候補者選考員会が定めるべき事項の一部（７条２項）

会長職務代行者による成立時総会の招集の通知（附則22条２項）

日本学術会議規則

会員候補者の選定に関し必要な事項

学術会議の運営に係る基本的な事項
40

学術会議の実
際の運営を左
右する重要事
項が、学術会
議自身の自律
的決定ではな
く、内閣府の
決定に委ねら
れている。
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補助金

中期的な
活動計画

会員の選任
（総会）

業務の実施

自己点検
評価

運営助言委員会

候補者選定委員会

評価委員会

会長

監事

内閣総理大臣
重要なのは、個々の
パーツの組み合わせ
によって形成される
メカニズムによる独
立性・自律性の侵害

選定助言委員会

会員以外の者

役員会



＊想起すべきなのは国立大学法人化の経験

・中期計画と評価

・運営費交付金の削減／傾斜配分と自己資金（競争的資金・学費）への依存性

の増大

・学長への権限集中と学外者の関与を特徴とするガバナンス

→ 「学術の中心」（教育基本法）としての大学の危機

→ 「国立大学の法人化は失敗だった」という共通認識が広がりつつある。

42

元学術会議会員・元東京大学総長の有馬朗人

「私は、日本学術会議が政府よりの予算を得ることを前提としながら、政府より
独立した機関になることが望ましいと考えております。国立大学も国立大学法人
になったのは自主性を強くするためでありました。しかも、非公務員になった方
が本来の自主性、独立性を保ちつつ、学術・科学技術政策を立案し評価し、時に
批判をすることがやりやすいのではないでしょうか」（2004.4.6、参議院文教科
学委員会）

 ↓

「法人化するだけでなく、運営費交付金を減らさないことを法律に加えてほしい
と言うと、法律にはそんなことは書けませんという答えが返ってきました。それ
ならばと、法人化を定めた法律の付帯決議としてつけることになりましたが、結
果的にその内容は無視されてしまった。大失敗でした」（『国立大学法人化は失
敗だった』有馬朗人元東大総長・文相の悔恨」『日経ビジネス』2020.5.21）



＊法律には、「科学的助言」という言葉はない。

＊現行法は、学術会議は「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図

る」、「科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させる 」という

職務を「独立」して行なうと定めたうえで、政府に「勧告」する権限を与

え、勧告事項を次のように列挙している（別に政府による「諮問」事項も

列挙）。

①科学の振興及び技術の発達に関する方策

②科学に関する研究成果の活用に関する方策

③科学研究者の養成に関する方策

④科学を行政に反映させる方策

⑤科学を産業及び国民生活に浸透させる方策

⑥その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項

＊これに対して新法は、「業務」の一環として「勧告」を定めてはいるもの

の、勧告事項についての規定はなく、「独立」は「運営における自主性及

び自律性」への配慮に変えられている。 43

〈科学のた
めの政策〉
と〈政策の
ための科
学〉とにま
たがる。

「勧告権」は、政府
との対等な関係を示
すという意味で原則
的に重要。
ただし、現在でも勧
告や答申に対して政
府が応答するメカニ
ズムが存在せず、勧
告権が規定されてい
るだけでは不十分。

３．学術会議について論じるさいに念頭に置くべき論点は何か？
(1)学術会議の基本的役割としての「科学的助言」



＊学術会議の社会的役割（「日本学術会議憲章」2008年）

＊「科学的助言」の性格（ 「科学者の行動規範ー改訂版」2013年 ）

・科学的助言は政策決定の唯一の判断根拠ではなく、拘束力はもたない。

・政策決定者は、自らの政治的責任において決定を下す。

・政策決定者が科学的助言と異なる政策決定を行なったときは、社会に説明する

ことが求められる。

＊ほとんどの場合、学術会議自身の発意による

第25期（2020.10～2023.9）
勧告１、声明３、回答３、提言８、見解37、報告27

＊名宛人が科学的助言に耳を傾けるかどうかは、制度的にも事実上も保障

されていない：科学者コミュニティの代表としての学術会議への信頼性と科学

的助言の説得力が頼り
44

「科学者は、政策立案･決定者に対して科学的助言を行う際には、科学的知見が政
策形成の過程において十分に尊重されるべきものであるが、政策決定の唯一の判
断根拠ではないことを認識する。科学者コミュニティの助言とは異なる政策決定
が為された場合、必要に応じて政策立案･決定者に社会への説明を要請する。」

日本学術会議は、科学に基礎づけられた情報と見識ある勧告および見解を、慎重
な審議過程を経て対外的に発信して、公共政策と社会制度の在り方に関する社会
の選択に寄与する。
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幹事会声明「東日本大震災と日本学術会議の責務」（2011.9）

科学者コミュニティーは、特定の理論や見解に依拠するような偏ったものではなく、多く
の専門知に基礎づけられる俯瞰的、中立的な検討を通じて統合的な知を形成し、それに基づ
いて社会と政府に助言・提言を行うことを求められます。他方、政府は、科学者コミュニ
ティーが自立的に活動することを保障し、科学者に対して問題に関する情報を広く開示し、
科学者コミュニティーの助言・提言を政策的判断の基礎として考慮することが求められます。
いうまでもなく、科学者コミュニティーの助言・提言はあくまで政策決定者への助言であり、
政策決定が依拠しうる根拠の一つを提示するものにとどまります。

この半年の活動の中で、社会と政府への助言・提言活動とならんで、その必要性が強く感
得されたのは、市民に対する説明の活動です。〔中略〕ここにおける日本学術会議の活動は、
社会に対する助言・提言の趣旨とあわせて日本学術会議が任務の一つとする科学リテラシー
の普及という性格をより強く示すものでした。

市民への説明の活動において明らかになったのは、科学者が明確な科学的知識を市民に伝
達することだけではその役割が果たせないということです。市民の感じる問題、抱える不安、
解決への展望を知る要求に対して、学術の側が常に明確な回答を持ちえているわけではあり
ません。現代社会において、科学にとって問われるが答えられない問題の存在は、すでに多
く指摘されているところです。社会のための科学（science for society） のコンセプトは、
科学者が証明された知を社会に提供することでよしとするのではなく、 社会のなかで科学者
ができるかぎりの科学的知識を提供しながら、市民と問題を共有し、 そのコミュニケーショ
ンの中で解決を共に模索するというあり方を要求するものであると考えます。

トランスサイエンス
「科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させ
る」（現行法２条）という学術会議の目的についての規定には「国民及び
社会という視点が欠けている」、「国民と社会を、科学を啓発する対象と
して捉えている」との批判（有識者懇談会委員、2023年8月29日）。



①現代の科学が直面している諸問題には、一つの学問分野だけからは適
切に対応することが困難な課題が山積している。このため、多様な観点
から多様な科学者がそれぞれの科学的知見にもとづく丁寧な議論を行な
いながら「科学的合意形成」を進めていくことが肝要である。

②学術会議は、三部にまたがる会員と連携会員によるこのような科学的
合意形成の成果を、勧告・声明・提言・見解等の「科学的助言」として
表出している。合意形成の結果とともに、整理された多様な観点、多様
な審議プロセスこそが信頼に足る科学的助言の価値である。

③社会は、そのような科学的合意形成の結果をも参考に「社会的合意形
成」を進め、政治は「政治的意思決定」をしていくべきものである。

④「広い時間軸・空間軸と広範な学術的視野」をもつ「科学的合意形
成」の結果と、「社会的合意形成」の結果、「政治的意思決定」の結果
とは、必ずしも一致するわけではない。科学と政治は役割が異なり、協
調することも対峙することもある。

⑤課題設定や委員選定の段階で政治や行政の意思が働き、場合によって
は議論の前提にすでに政治的判断が埋め込まれることも起こりうる審議
会と、独立性・自律性を必須とする学術会議とは性格がまったく異なる。

吉村 忍・前学術会議第三部長の見解
（参議院内閣委員会、2025.6.3）
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「科学的助言」の役割をめぐるモデル

科学者
（学術会議）

政策決定者
（政府）

科学的助言

社会
（市民）

科学的
合意形成

政治的
意思決定

助言への応答

社会的
合意形成

科学的リ
テラシー
の向上

科学だけで
は答えられ
ない問題解
決への参加

公共政策
の形成へ
の参加

観
察

決定につ
いて説明
する責任

このモデルの実現は未完の課題
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科学者
（学術会議）

・課題を自主的に設定する
（諮問に答える場合もありうる）

・審議する主体を自律的に決定する
（選考と組織編成の自律性）

・諸利害から独立して結論を導き出す

政策決定者
（政府）

・科学的助言に耳を傾けたうえで、
自ら決定し、決定に政治的責任を負
う

・科学的助言と異なる決定を行なう場
合は、その理由を社会に説明する

・科学だけですべての問いに答えを与
えることができるとは限らない

・市民とコミュニケーションをとり、
市民の判断力を高め、ともに解決す
ることも重要

・科学的知見にもとづくことが必要
なことがらについて、科学者に意
見を求めない（その意見、とくに
不都合な意見を無視する）ことが
あってはならない

・自らの政治的責任において決定す
べきことがらについて、科学者の
意見を隠れ蓑にしてはならない

科学的助言

新型コロナ対策における教訓

緊張をはらんだ協力関係

留意点



＊現実には、個々の諮問機関によって ＊＊政府から諮問や審議依頼
異なる。 を受けることもある。

＊＊＊財政的独立性が重要。

諮問機関モデル
（審議会・有識者会議等）

日本学術会議

主導的役割 諮問者が主導 学術会議が独立して職務遂行

審議課題（問い）の設定 諮問者が諮問 自主的に設定＊＊

審議主体 諮問者が課題に応じて指名

会員と委員を自律的に選考
人文・社会科学から自然科学
までの科学のすべての分野を
包括

審議結果（答え） 諮問に対する答申
政府の立場や所属組織の利害
から独立した科学的助言＊＊＊

政府（諮問者）に対する拘束力
なし（意向に沿った答えを
出す力が働く）

なし（結果として政府と異な
る見解を出すことがある）

機能
政府の決定の正当化に用い
られる傾向がある＊

公共政策についての政府等や
市民社会の決定を助ける

49

「科学的助言」から見た学術会議の独立性・自律性

典型的な諮問機関モデルに
属する「日本学術会議の在
り方に関する有識者懇談
会」が、独立性・自律性を
生命とする学術会議のあり
方を論じるという逆説。
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政府 学術会議

科学者
コミュニティ

市民社会など
勧告

審議依頼

提言・声明・報告

提言・声明・報告

軍事的安全保障研究に関する声明（2017）

提言・声明

「新しい高校地理・歴史教育の創造」（2011）

「高レベル放射性廃棄物の処分について」(2012)

「総合的な科学・技術政策の確立による科学・技術研究の持続的振興に向けて」(2010)

「科学研究における健全性の向上について」（2015）

「これからの大学のあり方―特に教員養成・人文社会
科学系のあり方―に関する議論に寄せて」（2015）

諮問 性的マイノリティの権利保障をめざして
―婚姻・教育・労働を中心に（2017）答申

回答
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・内閣府原子力委員会からの審議依頼に対する回答。
審議依頼の趣旨は、高レベル放射性廃棄物の地層処分施設建設地の候補として名のりあげ
る自治体が出てこない中で、どうすればこのプロセスを進行させることができるかなどに
ついて助言を求めることにあった。

・これに対して学術会議は、高レベル放射性廃棄物の最終処分をめぐる社会的合意の形成が
極度に困難な理由として、エネルギー政策・原子力政策における社会的合意が欠如したま
まで最終処分地選定への合意形成を求めるという転倒した手続などの問題点があることを
指摘。

・そのうえで、暫定保管および総量管理を柱とした政策枠組みの抜本的な再構築を提案した。

→ 公式の応答なし：「転倒した手続」は変わっていない

〉〉〉

＊自然科学的知と人文・社
会科学的知との結合。

＊政府機関が立てた問いを
立てなおしたうえで回答。

＊政府機関は自ら審議依頼
したにもかかわらず応答
せず。



科学者コミュニティ

専門分野
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研究機関
（大学・研究所）

日本学術会議

学協会
（専門分野別の
学会・協会）

個々の科学者

３．学術会議について論じるさいに念頭に置くべき論点は何か？
(2)「科学者コミュニティの代表」としての学術会議

「協力学術研究団体」として連携

会員選考は
直接選挙制
→学協会推薦制
→コ・オプテーション制
へと変遷

所属組織による制約を
受けず、総合的・俯瞰
的視野をもった活動を
志向（科学者の利益代

表組織ではない）

専門分化が深
まる方向

所属組織の性
格・使命によ

る制約

それぞれの関心・
信念・利害をもっ
た生身の科学者

科学者としての規
範によって導かれ
た科学者

日本学術会議
「科学者の行動
規範」（改訂版、

2013.1）

学問の自由・自律



「科学的助言」はどのようにして作成されているか？

日本学術会議のより良い役割発揮に向けて（2021.4）にもとづく改革

科学的助言等対応委員会による「科学的助言」の質の向上
（下からのイニシャティヴを踏まえた調整機能の強化）
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有識者懇「最終報告」

学術会議の活動・運営の
全般について外部の意見
を幅広く聴くように努め
ることは、より良い役割
発揮に向けて国民の理解
と支持を得ていくために
は不可欠である。法人と
して新たに出発する学術
会議に対して、少数の科
学者だけが内輪の論理で
独りよがりになってしま
うのではないかというよ
うな懸念を生じさせない
ためにも、そのために必
要な仕組みを制度的に担
保しておくことが望まれ
る（選考助言委員会、運
営助言委員会など）。



＊「科学のための科学」と「社会のための科学」

・「ブダペスト宣言」（科学と科学的知識の利用に関する世界宣言。世界科学

会議、1999年）

「知識（科学）のための科学」

「平和のための科学」

「開発のための科学」

「社会の中の科学、社会のための科学」

・背景

①科学の発展がもたらした負の側面に対する反省

②地球環境問題のように科学の総力を挙げて取り組むべき問題の出現

・対立概念ではなく、科学者の立場から統一的に理解されるべきもの

しかし、分離される可能性もある

₋「社会の中の（社会のための）科学」という視点を欠いた「科学のた

めの科学」の追求

₋ 科学の発展の基礎には知的好奇心（「科学のための科学」）があるこ

とを軽視した有用性の一面的な追求 55

３．学術会議について論じるさいに念頭に置くべき論点は何か？
(3)「科学のための科学」と「社会のための科学」



＊「科学のための政策 policy for science」（科学を発展させるための政策）と

「政策のための科学 science for policy」（科学を政策にどう役立てるか）

・科学者の視点から政策決定者の視点（資金配分）へ

・学協会推薦制時代の反省：科学者の特殊利害の実現をめざす勧告等に傾斜

‐ 総合科学技術会議の設置（2001年）にともなう学術会議の役割認識

‐ 「科学のための政策」は総合科学技術会議

「政策のための科学」は学術会議

・学術会議批判（→法人化論）の通奏低音としての「政策のための科学」論
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自民党「政策決定におけるアカデミアの役割に関する検討プロジェクト
チーム提言（2020.12）

  学術会議はこれまで改革の歴史を経てきたものの、政治や政府を通じた
「政策のための科学（Science for Policy）」の機能を十分にはたしてい
るとは言いがたい。政策形成に有効な科学的助言を提供する「政策のため
の科学」に寄与するために、シンクタンク機能を強化し、独立性を担保す
ることは大前提としたうえで、政治や行政が抱える「課題意識、時間軸等
を共有」し、「実現可能な質の高い政策提言」を行なうことが求められる。
(要約)
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日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会「最終報告」（2024.12）

近年、いわゆる「政策のための科学（science for policy）」が強く求められるよ
うになっていることも世界的な潮流であり、海外のナショナルアカ デミーの使命・目
的の中で大きなウェイトを占めるに至っている。学術会議には、海外アカデミーが果
たしている役割、すなわち社会の関心及び状況等を踏まえつつ科学的エビデンスや学
術的な知見を適切に整理し、政府等と丁寧にコミュニケーションをとりながら適時適
切に提供していく役割に果敢に挑戦し、積極的に引き受けていくことも期待されてい
る。

学術的知見が現代社会を取り巻く諸課題の解決に最大限活用され、公的資金の担い
手である社会構成員や産業界からの支持を獲得していくため、換言すれば、学術的助
言等の実効性を高め、学術会議が国民・社会から理解と支持を集めながら活動と予算
を拡大していくためには、国民・社会の関心やニ ーズを適切に拾い上げ、実現・実装
の視点も加味した課題設定や審議などが 望まれるところである。

いわゆる政策のための科学（science for policy）に適切な形で寄与する というこ
とも、学術会議が国民や社会からの理解と信頼を得て支持を拡大していくためには不
可欠であり、学術的助言の実効性を高めるためのさまざまな取組が求められてくる。

新法 第１条 日本学術会議は、我が国の科学者の内外に対する代表機関として、
学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者
の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境
の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学術の
向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与する
ことを目的とする。



・「政策のための科学」の強調の学術会議のあり方にとっての含意

 ‐ 政府や産業界との問題意識・時間軸の共有

‐ 会員選考への外部の意見の反映

‐ 産業界出身者や政策形成経験者を会員に

‐ コントラクトなどをつうじた民間資金の獲得

・「政策のための科学」を求めること自体に問題があるわけではない

問われるべきことは、

‐ 科学の有用性（目的志向性）への過度な傾斜

‐ 普遍性をもつ科学の「国益」への従属

‐ 前提となっている「政策」や「課題」（の立て方）自体の批判的検討
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「これからの大学のあり方―特に教員養成・人文社会科学系のあり方―に関する議論に
寄せて」（2015.7 幹事会声明）

大学は社会の中にあって、社会によって支えられるものであり、広い意味での「社会
的要請」に応えることが求められている。このことを大学は強く認識すべきである。し
かし、「社会的要請」とは何であり、それにいかに応えるべきかについては、人文・社
会科学と自然科学とを問わず、一義的な答えを性急に求めることは適切ではない。具体
的な目標を設けて成果を測定することになじみやすい要請もあれば、目には見えにくく
ても、長期的な視野に立って知を継承し、多様性を支え、創造性の基盤を養うという役
割を果たすこともまた、大学に求められている社会的要請である。前者のような要請に
応えることにのみ偏し、後者を見落とすならば、大学は社会の知的な豊かさを支え、経
済・社会・文化的活動を含め、より広く社会を担う豊富な人材を送り出すという基本的
な役割を失うことになりかねない。



「政策のための科学」（新法第１条「社会の課題の解決」）の強調に問題はない
か？

＊学術会議が「政策のための科学」を軽視してきたかのような認識は、現実に合
わない。

＊政府等との「問題意識・時間軸の共有」の強調は、取り上げる課題の範囲を狭
め、方向を制約する可能性がある。

・CSTIでは学術会議から「政策に生かせるタイプの助言」（制度化と予算
確保を裏づける助言）を受けたことはない（上山、有識者懇2023.11.2）。

・「警鐘を鳴らす」ような提言は「社会の課題の解決」に含まれるのか？

＊「政策のための科学」と対をなす「科学のための政策」（その基礎にある知的
好奇心にもとづく「科学（知識）のための科学」という科学の原点）を軽視し
てはならない。
とくに、CSTIの政策に対するチェック機能をはたせるのは学術会議。

＊学術会議の「科学的助言」とは、研究活動そのものとは異なる、非常勤の会員
による社会にする発信であることが、どの程度意識されているか（「プロジェ
クト」、「重厚な科学的分析」）。
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「デュアルユ－ス研究」

「禁止」しているわけではない

「日本の展望―学術からの提言2010」（2010.4.5）

「学術」は「あらゆる学問の分野における知識体系とそれを実際に応用するため
の研究活動」を総称するものであり、「諸科学の全体」、「それらの領域における
幅広い知的創造の活動」を意味するものである。また、「学術」研究は、「真理を
追求するという人間の基本的な知的要求に根ざす」ことを本質とし、それゆえ、
「研究者の自由闊達な発想を源泉として展開されることによって優れた成果を期待
できる」ものであり、近代の大学制度を支える学問の自由の原理は、まさに「学
術」の論理と相照応するものにほかならない。

「学術」には、「科学」の用語に含まれる「知の多元化」（専門分化）への傾向
性に対して、人間の知的、創造的営みを大きく一つのものとして包括的に捉え、諸
科学のあり方を総合的に追究するという課題が託されていると見ることができる。

「科学技術」は、二つの点において、学術のコンセプトを狭隘にするものである。
一つは、 科学技術基本法が示しているように、人文・社会科学の知的営みを含まな
いこと、そしてもう一つは、自然科学の中でも、技術開発志向の科学、科学を基礎
とした技術（science based technology）に主要な関心を示していることである。

３．学術会議について論じるさいに念頭に置くべき論点は何か？
(4)「学術」と「科学技術」
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学術会議勧告「総合的な科学・技術政策の確立による科学・技術研究の持続的振興
に向けて」（2010.8）

科学技術基本法における「『科学技術』の用語を『科学・技術』に改正し、政策
が出口志向の研究に偏るという疑念を払拭するとともに、法第１条の『人文科学の
みに係るものを除く。』という規定を削除して人文・社会科学を施策の対象とする
ことを明らかにし、もって人文・社会科学を含む『科学・技術』全体についての長
期的かつ総合的な政策確立の方針を明確にすること」

科学技術基本法改正（2020.6）

・「科学技術の振興」と並列して「イノベーション創出の振興」を目的に付加
→ 法律・計画の名称を変更。

・「人文科学（＝人文・社会科学）のみに係るもの」を除外する規定を削除
→ 科学技術政策に人社を包摂・動員する路線への転換

・大学等に「振興方針（法3条）にのっとり、科学技術の進展及び社会の要請に
的確に対応しつつ、人材の育成並びに研究開発及びその成果の普及に自主的か
つ計画的に努める」責務を課す。

イノベーションの推進のためには人文・社会科学の知が必要という認識の高まり

・イノベーションの基点におけるニーズ、終点における社会的受容性を確か
める。

・科学技術にともなう倫理的・法的・社会的問題（ELSI）。

＊「科学技術」概念の目的（応用・社会実装）志向性がいっそう強まっている。

「勧告」の実現
とは言えない



日本学術振興会（JSPS） 科学技術振興機構（JST）

目的 大学・学術の振興 イノベーションの創出（研究開発法人）

対象 研究者の自由な発想に基づく研究
政策に基づき将来の応用をめざす基礎研
究から産学連携まで一貫した研究開発

手法

政策的要請に応じた科学技術課題

＊研究者相互の学術的な観点からの審
査・評価（アレビュー）により、公
平性、中立性の確保をもっとも重要
な方針として実施

＊ボトムアップ型

機構が自ら研究開発を実施（最適な研究
チームを時限付で編成（バーチャルネッ
トワーク型研究所））

＊事前の研究動向の調査・分析から研究
開発実施後のフォローアップまで機構
が実施（研究のモニタリング）

＊トップダウン型

分野
人文・社会科学から自然科学まですべ
ての学問分野

政策的要請に応じた科学技術課題
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行政改革推進会議独立行政法人等改革に関する分科会
第１ワーキンググループ第6回（2013.11.14）への
文部科学省提出資料にもとづいて、小森田が作成



総合科学技術・イノベーション会議（CSTI)

議長 高市 早苗 内閣総理大臣

議
員

閣僚

木原 稔
小野田紀美
林 芳正
片山さつき
松本 洋平
赤沢 亮正

内閣官房長官
科学技術政策担当大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
経済産業大臣

有識者

宮園 浩平 （常勤議員）
伊藤 公平（非常勤議員）

梶原ゆみ子（非常勤議員）

佐藤 康博（非常勤議員）
鈴木 純（非常勤議員）

菅 裕明（非常勤議員）

波多野睦子（非常勤議員）

元理化学研究所理事・元東京大学卓越教授
慶應義塾長、慶應義塾大学理工学部教授
日本学術会議会員、日本私立大学連盟常務理事
シャープ（株）社外取締役
産業競争力懇談会エグゼクティブアドバイザー
株式会社みずほフィナンシャルグループ特別顧問
帝人（株）シニア・アドバイザー
出光興産（株）社外取締役
日本経済団体連合会 常任幹事
東京大学理学系研究科化学専攻教授
東京大学先端科学技術研究センター教授
日本学術会議会員
ミラバイオロジクス株式会社取締役
東京科学大学理事・副学長
東京科学大学工学院教授

関係機
関の長

光石 衛（非常勤議員） 日本学術会議会長
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CSTI
ウェブサイト

2016年～
2025年2月
上山隆大

３．学術会議について論じるさいに念頭に置くべき論点は何か？
(5) 日本学術会議と総合科学技術・イノベーション会議

自民党は防衛大臣を
加えることを主張
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CSTI

・科学技術政策の「司令塔」

・トップダウンの構成・活動原
理

経済財政諮問会議と同型

・政府の政策と予算に直結

総合科学技術・イノベー
ション基本計画

各種大型プロジェクトなど

・内閣府政策統括官、科学技術
イノベーション推進事務局な
どの強力な機構と予算

日本学術会議

・「学術の進歩に寄与する」使
命をもち、独立して職務を遂
行する国の機関

・ボトムアップの構成・活動原
理

・「科学者コミュニティの代
表」としての非権力的・社会
的権威に依拠

・事務局は内閣府職員により構
成されるが、活動の内容には
関与しない

・大きな予算制約のもとで会
員・連携会員の手弁当による
活動

「車の両輪」論

見なおし

増大する役割
政府による

周辺化「科学技術」と
「学術」との関係

とパラレル



＊1949 日本学術会議発足

・ 「政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。」

・ 「日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。」

＊1959 科学技術会議設置（内閣総理大臣の諮問機関）

・「日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関することのう

ち重要なものに関して関係行政機関の施策の総合調整を行う必要があると認

めるときは、同会議に諮問しなければならず、これに対する答申があったと

きは、これを尊重しなければならない。」

・ 「科学技術」：「人文科学のみに係るものを除く」

→ 1995  科学技術基本法： 「人文科学のみに係るものを除く」

＊2001  総合科学技術会議

      → 2014 総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）

・科学技術政策の「司令塔」
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引き継いだこと
①閣僚＋有識者という組織原理
②人文・社会科学の除外

引き継がなかったこと
学術会議への諮問・勧告に対応
するという関係 → この関係の欠如は現在まで続いている

実際には「車の両輪」ではなく、CSTIが優位し、学術会議は周辺化された
→ 学術会議の存在への政権の覚醒をもたらしたのが「2017年声明」
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CSTI基本計画専門調査会
（2019.8）

上山隆大 総合科学技術・イノベーション会議議員
（会長）

梶原ゆみ子 同上
小谷元子 同上
小林喜光 同上
篠原弘道 同上
橋本和仁 同上
松尾清一 同上
山際壽一 同上（日本学術会議会長）
（専門委員）
安宅和人 慶應義塾大学環境情報学部教授

ヤフーKKチーフストラテジーオフィサー
江崎 浩 東京大学大学院情報理工学系研究科教授
遠藤典子 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究

科特任教授
大隅典子 東北大学副学長・大学院医学系研究科教

授
北岡伸一 東京大学名誉教授・独立行政法人国際協

力機構理事長
五神 真 東京大学総長
菅 裕明 東京大学大学院理学系研究科教授

ミラバイオロジクス株式会社取締役
十倉雅和 住友化学株式会社代表取締役会長

日本経済団体連合会審議員会副議長
永井良三 自治医科大学学長
濱口道成 国立研究開発法人科学技術振興機構理事

長

CSTI世界と伍する研究大学専門調査会
（2021.3）

上山隆大 総合科学技術・イノベーション会議議員
（会長）

篠原弘道 同上
橋本和仁 同上
（専門委員）
安宅和人 慶應義塾大学環境情報学部教授

ヤフー株式会社CEO
遠藤典子 慶應義塾大学グローバルリサーチインス

ティテュート特任教授
金丸恭文 フューチャー株式会社代表取締役兼社長
川合眞紀 自然科学研究機構分子科学研究所長
小林喜光 株式会社三菱ケミカルホールディングス

取締役
白石 隆 公立大学法人熊本県立大学理事長
菅 裕明 東京大学大学院理学系研究科教授

ミラバイオロジクス株式会社取締役
冨山和彦 株式会社経営共創基盤IGPIグループ会長
林いずみ 桜坂法律事務所 弁護士
村山 斉 カリフォルニア大学バークレー校教授

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携
宇宙研究機構教授
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経済安全保障法制に関する有識者会議（2021.11）

青木節子 慶應義塾大学大学院法務研究科教授
阿部克則 学習院大学法学部教授
上山隆大 総合科学技術・イノベーション会議議員
大橋 弘 東京大学大学院経済学研究科教授
兼原信克 同志社大学特別客員教授

（元国家安全保障局次長）
北村 滋 北村エコノミックセキュリティ代表

（元国家安全保障局長）
久貝 卓 日本商工会議所常務理事
小柴満信 経済同友会副代表幹事
小林いずみ ANAホールディングス社外取締役
角南 篤 笹川平和財団理事長
土屋大洋 慶應義義塾大学大学院政策・メディア研

究科教授
長澤健一 キャノン株式会社知的財産法務本部長
羽藤秀雄 住友電気工業株式会社代表取締役
原 一郎 日本経済団体連合会常務理事
松本洋一郎 東京大学名誉教授
三村優美子 青山学院大学名誉教授
渡井理佳子 慶應義塾大学大学院法務研究科教授
渡部俊也 東京大学未来ビジョン研究センター教授

国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議
（2022.9）

上山隆大 総合科学技術・イノベーション会議議
員
翁 百合 日本総合研究所理事長
喜多恒雄 日本経済新聞社顧問
国部 毅 三井住友フィナンシャルグループ会長
黒江哲郎 三井住友海上火災保険顧問（元防衛事
務

次官）
佐々江賢一郎 日本国際問題研究所理事長（元駐
米

大使）
中西 寛 京都大学大学院教授
橋本和仁 科学技術振興機構理事長
船橋洋一 国際文化会館グローバル・カウンシ
ル・

チェアマン（元朝日新聞社主筆）
山口寿一 読売新聞グループ本社社長
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日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会
（2023.8）

相原 道子 横浜市立大学学長
五十嵐仁一 ENEOS総研株式会社顧問
上山 隆大 総合科学技術・イノベーション会議議員
大栗 博司 カリフォルニア工科大学教授
小幡 純子 日本大学大学院法務研究科教授
岸 輝雄 東京大学名誉教授（座長）
久間 和生 国立研究開発法人協議会会長
佐々木泰子 お茶の水女子大学学長（座長代理）
瀧澤美奈子 科学ジャーナリスト
永井 良三 自治医科大学学長
永田 恭介 筑波大学学長
山西健一郎 元日本経団連副会長

防衛力の抜本的強化に関する有識者会議
（2024.2）

遠藤 典子 早稲田大学研究院教授
北岡 伸一 東京大学名誉教授（座長代理）
榊原 定征 日本経済団体連合会名誉会長（座長）
澤田 純 NTT株式会社取締役会長
島田 和久 元防衛事務次官
杉山 晋輔 元米国特命全権大使
橋本 和仁 内閣官房科学技術顧問
森本 敏 元防衛大臣
柳川 範之 東京大学大学院経済学研究科教授
山口 寿一 読売新聞グループ本社代表取締役社長
山崎 幸二 前統合幕僚長
若田部昌澄 早稲田大学政治経済学術院教授
部会
上山 隆大 前総合科学技術・イノベーション会議

議員
遠藤 典子 早稲田大学研究院教授
落合 陽一 筑波大学准教授
北岡 伸一 東京大学名誉教授
栗崎 周平 早稲田大学政治経済学術院准教授
小西 美穂 関西学院大学総合政策学部特別客員教
授
島田 和久 元防衛事務次官
宮永 俊一 三菱重工業株式会社 名誉顧問
森本 敏 元防衛大臣
柳川 範之 東京大学大学院経済学研究科教授
山崎 幸二 前統合幕僚長



＊再考を要する「車の両輪」論

①仮に「車の両輪」という比喩を用いるとしても、そのことは学術会議が

CSTIおよびその背後にある政府と同じ方向を向くべきだ、ということを

意味するものではない。

②CSTIが「科学ための政策」を担当するのに対して学術会議は「政策のた

めの科学」を担当するという役割分担ではなく、学術会議は双方について

発言すべきである（実際、そうしてきた）。

・提言「研究力の危機と再構築： 学術と社会を支える持続的な研究エ
コシステムの 構築に向けて」（2025.11.27）

とくに学術会議は、CSTIが推進している「科学のための政策」を検証す

る役割をはたすべきである。

③CSTIが学術会議の科学的助言に応答する関係を制度化すべきである。
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「車の両輪という表現、私は、重要性から見て車の両輪なんだと。右のタイヤ
が右側を向いたから左のタイヤも同じように向いていかなくちゃならない、こ
ういう意味とは解釈をいたしておりません。そういった中で、委員おっしゃる
中立性、独立性、公平性、そしてまた透明性、正に今後の日本学術会議に更に
求められる性格だ、そのキーワードだと、そんなふうに解釈をいたしていると
ころであります。」（茂木大臣、2004.4.6参議院文教科学委員会）

「政府は、学術振興基本計画を策定するに当たっては、 あらかじめ、総合科学
技術会議及び日本学術会議の議を経なければならない。」（石井紫郎「学術基
本法（素案）」2008）
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４．法人化される学術会議にどのように臨むべきか？

(1)これまで学術会議が蓄積してきた財産を継承する

(2)新法に盛り込まれた学術会議の独立性・自律性を脅かす要素の機能をできる
かぎり最小化（無害化）する

①法定されなかった「部」を軸とする下からのガバナンスの仕組みと「連携会
員」制度を維持する。
「協力学術研究団体」制度を通ずる学協会との結びつきを維持・強化し、科学
者コミュニティの代表機関としての性格を実質化する。

②独立した立場からの科学的助言のあり方を継承し、その成果としての提言類を
引き続き保存・公開する。

①監事、評価委員会、運営助言委員会、選定助言委員会の機能が学術会議の独立
性・自律性を侵害しないよう監視する。

②学術会議の公共的機能が公費で担保される意義を主張し、政府の補助金を増額
することを求める。
補助金が減額されたり、計画と結合して活動の統制の手段として用いられない
よう監視する。
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(3)市民社会と学術（学術会議）、科学者コミュニティと学術会議との距離を縮
める努力を行なう

(4)以上の結果として形づくられる新法のもとでの学術会議のあり方について、
市民社会と科学者コミュニティとしての評価を与える

①学術会議からの発信が、政府、科学者コミュニティ、市民社会によりよく届く
ための仕組みを作る。

②学術会議からの発信に、政府、科学者コミュニティ、市民社会が応答するため
の仕組みを作る。
とくに、総合科学技術・イノベーション会議をはじめ、政府機関が学術会議の
科学的助言に応答するよう求める。

③社会における学術、学術を支える学問の自由の意義についての社会の理解と支
持を広げる。

①３年後の見なおし、６年後の見なおしの機会に、市民社会と科学者コミュニ
ティの見解を表明することをめざす。

②新たな学術会議のあり方に対する評価を踏まえ、市民社会と科学者コミュニ
ティの合意にもとづき、法改正、新法の制定（現行法の骨格への復帰）、オル
タナティヴな運動の形成などの展望を明らかにする。
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2024.12.20

日本維新
の会も同
様の主張



①学問を学問として成り立たせているのは、科学者コミュニティ（学問共同体）

の存在である。

学問的営みと認められるためには、これまでの研究の積み重ねに対する敬意、

既存の研究に対する批判的態度と自らへの批判に対して開かれた態度にもとづ

き、それぞれの学問分野において了解された作法に則ってまとめられ、公開さ

れたものでなければならない。そのような規範を認め合った科学者（ピア＝同

業者）のコミュニティにおいて絶えず検証されることによって、学問は発展す

る。

②科学者コミュニティは、大学、専門分野の学協会（学会・協会）、ナショナ

ル・アカデミー（学術会議）など、さまざまな形をとる。

それぞれの科学者コミュニティは、その性格に応じて、コミュニティのメン

バーやコミュニティのあり方について自律的に決定する。

科学者コミュニティの自律性に対する介入は、科学者コミュニティを成り立た

せている学問の自由の侵害である。学問の自由の侵害とは、個々の科学者に

とっての問題であるだけではなく、科学者コミュニティを成り立たせている前

提そのものを揺るがす問題である。
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学術を支える学問の自由の意義についての社会の理解と支持を拡げる



③学問の自由には社会的責任がともなう（その意味でふさわしいのは、「学問

の自律」という概念である）。

＊学問の自由は、何をどのように研究してもよいということを意味しない。

それは、科学者の社会的責任と表裏一体の関係にある。

・学問を成り立たせる学問共同体の規範に従い、学問共同体を維持する

ことに対する共同の責任（責任ある研究の実施）

・科学技術が作ったもの／作ろうとしているものの社会に及ぼす影響に

ついての責任（製造物責任）

・「それはどういう意味か」「この研究は何の役に立つのか」など公共

からの問いに答える責任（応答責任）

        （藤垣裕子『科学者の社会的責任』）

＊応答責任をはたす仕方のひとつが、

個人的、集団的な「科学的助言」

である。学問の自由をさまざまな

形で制約されることのない科学

者と科学者集団が前提であり、そ

うでなければ科学的助言が歪めら

れる。
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④学問の自由の社会的意義は、社会が共有する知を不断に刷新し、豊かなものにす

る点にある。

＊学問の自由は、個々の科学者にとっては知的好奇心に導かれた自由な研究とそ

の成果の公開を保障する、という意義がある。その結果として、知の多様性が

保障され、社会が共有する知が豊かになるという点に、学問の自由の社会的意

義がある。学問に従事する者は、そのために社会から負託を受け、支えられる。

⑤学問の自由が確保されるためには、権力による介入・統制からの自由だけではな

く、しかるべき研究条件の保障が必要である。

＊学問が成り立つためには、分野や方法によって質的にも量的にも多様な、知

的生産の手段（実験装置や資料へのアクセス、研究の組織化、それらを支え

る研究資金など）と成果を公表する手段とが不可欠である。

＊したがって、研究資金の配分のあり方をつうじて多様性に対する脅威が生じ

得ることに注目する必要がある。

・学問が特定の方向に過度に誘導される（動員：「選択と集中」）。

・研究資金を獲得するために（短期的に成果の出やすいテーマに傾斜する

など）学問のあり方が左右される（歪曲）。

・「国益」への適合性を基準に学問の価値がが評価される（排除）。

・動員や排除の対象にはならないが放任される結果、研究資金やポストを

得られにくい分野が困難に陥り衰退する（兵糧攻め）。 75



⑥学問の自由の危機が見えにくくなるメカニズムが働いている。

＊個人化

個々の研究者に対する直接的な抑圧や組織からの排除が行なわれず、「個

人として」研究を行なう自由が残っていれば、学問の自由の侵害は生じてい

ないと主張される。

研究費の供給のあり方は学問の自由にかかわる構造的問題としては理解され

ず、研究費は所与の条件のもとで個々の研究者がいかに競争し獲得するかと

いう個人的問題に解消されがちである。

＊内部化

大学の自治は外部の権力から学問の自由を擁護するための制度的仕組みと

して理解されてきたし、いまでもそうあるべきものである。

しかし、大学はその内部において構成員のあり方を制約する可能性をももっ

ている。その制約が、ピアによって構成される科学者コミュニティの自律で

はなく、学問とは異なる行動原理をもつ「経営体」の判断によるものとなる

とき、学問の自由に対する脅威は内部化され、見えにくいものとなる。
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＊秘密化

秘密の領域として囲われる研究の範囲が広がり、大学にも及ぼうとしている。

秘密性は、何が何ゆえに秘密であるかを問うことを困難にするがゆえに、問

題の不可視化をもたらす。

＊周辺化

学問の内容を理由とする直接的攻撃の兆候がすでに現われているにもかかわら

ず、それに問題の重みにふさわしい社会的注意が払われない。

⑦学問的知そのものに対する軽視、不信、敵意を、事実と論理にもとづく議論とい

う地盤を損なう民主主義に対する脅威としてその背景を分析し、克服する必要が

ある。
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学術会議の独立性が失われれば、学問の自律性を擁護する機能が弱ま
り、政治と学問との接点で生まれる学問の自由の危機に警鐘を鳴らす
役割が衰退する恐れがある。



(1)学術会議のあり方の見なおし論の動機としての軍事研究問題

＊防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」（2015～）

「軍事的安全保障研究に関する声明」（2017.3）

☞ 少なからぬ大学をはじめとする研究機関が、軍事研究に対す態
度を検討

→ 安全保障技術研究推進制度に対する大学からの応募が減少

＊菅首相による６人の会員候補の任命拒否（2020.10）

＊自民党PT「日本学術会議の改革に向けた提言」（2020.12）

・法人化論の原型

・軍事研究への直接の言及はないが、初代防衛装備庁長官からも聴き取

り）

78

５．いま、学術会議の「2017年声明」をどのようにとらえるか？

「国民の生活を豊かにし、国民の命を守るための研究、学問の自由をむしろ学術会議は阻
んでいるのではないか」という声がたくさん上がってきている。「経済安全保障問題、
デュアルユース、中国への技術流出をどう考えるか、ここがポイントだ」。これらをス
ルーして（学術会議が）報告書をもってきても「自民党としては受け止められない」
（2020.11.17、参議院内閣委、山谷えり子）
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防衛科学技術委員会
第1回（2025.6.13）

配付資料



(2)「2017年声明」のポイント

①50年声明・67年声明＝非戦・非軍事の立場の継承（憲法９条）

②「われわれ」（＝学術会議会員）の決意表明から、科学者コミニティによる

自律的な対応の要請へ

③「軍事的安全保障研究」（軍事研究）とは何を指すか？

ア）軍事利用を直接に研究目的とする研究

          イ）研究資金の出所が軍事関連機関である研究

ウ）研究成果が軍事的に利用される可能性がある研究

「範囲が広く、どこまで含まれるか判断が特に難しいのはウ）のカテ

リーであり、慎重な対応が求められる」（「軍事的安全保障研究に関

する報告」2017.4） → 研究資金の出所だけが基準ではない 80

「軍事的安全保障に関する声明」(2017.3）

「科学者コミュニティが追求すべきは、何よりも学術の健全な発展であり、それを通じて社会
からの負託に応えることである。学術研究がとりわけ政治権力によって制約されたり動員され
たりすることがあるという歴史的な経験をふまえて、研究の自主性・自律性、そして特に研究
成果の公開性が担保されなければならない。しかるに、軍事的安全保障研究では、研究の期間
内及び期間後に、研究の方向性や秘密性の保持をめぐって、政府による研究者の活動への介入
が強まる懸念がある。」
「大学等の各研究機関は、施設・情報・知的財産等の管理責任を有し、国内外に開かれた自由
な研究・教育環境を維持する責任を負うことから、軍事的安全保障研究と見なされる可能性の
ある研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的・倫理的に審査
する制度を設けるべきである。」



④「デュアルユース」についての認識

＊「民生的研究と軍事的安全保障研究との区別が容易でないのは確かで

ある。それは科学技術につきまとう問題である。 」

＊「科学者が、自らの研究成果がいかなる目的に使用されるかを全面的

に管理することは難しい。研究の『出口』を管理しきれないからこそ、

まずは『入口』において慎重な判断を行うことが求められる。」

⑤中心的な視点としての公開性

＊軍事的安全保障研究と研究の公開性との緊張関係

＊「国内外に開かれた自由な研究・教育環境を維持する」研究機関の責任

⑥学問の自由（憲法23条）

＊「研究の適切性について、学術的な蓄積にもとづいて科学者コミュニ

ティが規範を定め、コミュニティとして自己規律を行うことは、個々

の研究者の学問の自由を侵すものではない。」

＊「人権・平和・福祉・環境などの普遍的な価値に照らして研究の適切性

を判断し、自己規律を行うことを通じて、それらの価値の実現を図る

ことは、科学者コミュニティの責務である。」
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安全保障技術研究推進制度の「廃止」や応
募の「禁止」を主張しているわけではない。



(3)「経済安全保障」と「研究インテグリティ」

＊先端技術をめぐる米中の覇権争い

・中国の企業家や中国と協力する研究者の摘発（2018～2019頃から）

・このようなアメリカの動きが日本に波及

→「同盟国」「同志国」と非「同志国」とへの世界の分割

→ 学術の普遍性に立脚する世界的な科学者コミュニティの論理との緊張

関係を惹起

＊2020.7 統合イノベーション戦略2020

・イノベーション推進と安全保障（先端技術の流出防止）との両立

・科研費申請時における外国資金の受入れ情報の開示

・研究者・留学生の受入れ手続・管理の厳格化

2020.12 自民党政調会提言「『経済安全保障戦略策定』に向けて」

2021.3 第６期科学技術・イノベーション基本計画（2021～2025）
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「我が国の社会や国民生活は、災害、未知の感染症、サイバーテロなど様々な脅威にさらさ
れているとともに、 我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増しており、国民の大き
な不安の根源の一つとなっている。また、これらの脅威に加え、⽶中による技術覇権争いの
激化、国際的なサプライチェーンの⼨断リスクや技術流出のリスクが顕在化するなど、安定
的かつ強靱な経済活動を確立することも求められており、我が国の技術的優越の維持・確保
が鍵となる。」



2021.6「経済財政運営と改革の基本方針2021」

(6)経済安全保障の確保等

経済安全保障の強化推進のため、シンクタンク機能も活用しながら、先端的な重要技術に
ついて実用化に向けた強力な支援を行う新たなプロジェクトを創出するとともに、重要な
技術情報の保全と共有・活用を図る仕組みを検討・整備する。外為法上の投資審査・事後
モニタリングについて、関係府省庁の連携強化を進めつつ、執行体制の強化を図るととも
に、指定業種の在り方に係る検討を行う。既存の国際輸出管理レジームを補完する新たな
安全保障貿易管理の枠組みの早期の実現を目指す。外為法上のいわゆる「みなし輸出」の
管理強化について、2022年度までに実施する。留学生・研究者等の受入れの審査強化に資
する体制整備等を推進する。大学・研究機関・企業等における機微技術流出防止のための
内部管理体制の強化を図る。特許の公開制度について、各国の特許制度の在り方も念頭に
置いた上で、イノベーションの促進と両立させつつ、安全保障の観点から非公開化を行う
ための所要の措置を講ずるべく検討を進める。競争的研究費申請時に外国資金等の受入れ
等の開示を求めるなど、研究インテグリティに資する必要な取組を進める。

*研究の国際化やオープン化に伴う新たなリスクに対して新たに確保が求められる、研究

の健全性・公正性（”Research Integrity”）。

(9)外交・安全保障の強化

周辺各国が防衛費の大幅な増額等により軍事力の強化を図るなど、我が国周辺の安全保障
環境がこれまでにない速度で厳しさを増す中、「国家安全保障戦略」等に基づき、宇宙・
サイバー・電磁波といった新領域を含む統合運用、多様な経空脅威への対処能力、必要な
装 備品・弾薬の確保や維持整備等こうした変化への対応に必要な防衛力を大幅に強化し、
多次元統合防衛力を構築する。あわせて、防衛分野での技術的優越の確保のため、必要な
体制及びゲーム・チェンジャー技術等の研究開発や防衛産業基盤を強化する。
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2022.5「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進
に関する法律」（経済安全保障推進法）

                                                          東京新聞 2022年5月11日



＊先端技術開発の官民協力
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特定重要技術

（官民）協議会

政府部門

調査研究機関
（シンクタンク）

研究代表者

経済安全保障重要技術
育成プログラム

機微情報の共有

守秘義務

秘密特許制度

セキュリティ・
クリアランス

（秘密取扱者適
格性確認制度）

宇宙・海洋・量子・
AI・バイオなど

将来の国民生活及び経済活動の維持にとって重要なものと
なり得る先端的な技術のうち、…情報が外部に不当に利用
された場合、又は当該技術を用いた物資若しくは役務を外
部に依存することで外部から行われる行為によってこれら
を安定的に利用できなくなった場合において、国家及び国
民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるもの

国の資金による研究開発

安全保障技術研究推進制度におけるPOによ
る進捗管理をはるかに大がかりにしたもの

研究代表者の同意
を得て大臣が組織

情報収集
研究開発の促進方策

成果の取扱い
情報管理
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民 生 利 用の み
ならず 、成 果
の 活 用 が見 込
ま れ る 関係 府
省 に お い て
「 公 的 利用 」
に繋げていく。

経済安全保障重要技術
育成プログラム

文部科学省

2021年度補正
1250億円

経済産業省

2021年度補正
1250億円

科学技術振興機構
（JST）

大学・国立研究開発
法人・企業等

産業技術総合開発
機構（NEDO）

大学・国立研究開発
法人・企業等

日本学術振興会
（JSPS）

科学研究費
補助金

2022年度
2377億円

安全保障
技術研究
推進制度

2022年度
101億円

防衛装備庁

大学ファンド

内閣府



87

「日本学術会議はデュアルユース技術研究について何かしら明確な発信をすべきではない
かと考えます。学術会議のメンバーがデュアルユース技術研究に圧力を掛け、研究にブレー
キを掛けているという例も聞かれます。学術会議は学問、研究の自由を脅かしているのでは
という見方もあります。デュアルユース的側面をしっかり捉まえて研究を進めていくという
ことを、研究界、社会に向けて発信すべきではないかと思います」（山谷えり子、
2022.4.19）

「学術会議が出した５年前の声明の解釈をめぐって、最近改めて混乱が生じています。防衛
装備庁が募集する研究助成だというだけでその応募を禁じるのが意図なのか、そうでないの
か。日本の防衛力向上に資する基礎研究でさえ軍事研究だ、デュアルユースだと頭ごなしに
決め付けて忌避するのかしないのか。一体どちらが学術会議の真の意図なのか。日本学術会
議は、誤解を生まないよう見解を整理されて、公式な見解や声明として私たち国民に対する
説明責任を果たされるべきだと考えます」（有村治子、2022.4.26）

「学術会議の代わりに科学技術安全保障会議、まあこれは僕の勝手な仮称ですが、それを創
設することを政府として検討されてはいかがかと思います」（青山繁晴、 2022.4.19 ）



＊2021.4 統合イノベーション戦略推進会議決定「研究活動の国際化、オープン化

に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に係る対応方針につい
て」

88

我が国の科学技術・イノベーション創出の振興のためには、オープンサイエンスを大原則
とし、多様なパートナーとの国際共同研究を今後とも強力に推進していく必要がある。同
時に、近年、研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクにより、 開放性、透明性
といった研究環境の基盤となる価値が損なわれる懸念や研究者が意図せず利益相反・責務
相反に陥る危険性が指摘されており、こうした中、我が国として国際的に信頼性のある研
究環境を構築することが、研究環境の基盤となる価値を守りつつ、必要な国際協力及び国
際交流を進めていくために不可欠となっている。 このような状況を踏まえ、統合イノベー
ション戦略2020…や科学技術・イノベーション基本計画…に基づき、政府としては、研究
者及び大学・研究機関等における研究の健全性・公正性（研究インテグリティの自律的な
確保を支援すべく、研究者、大学・研究機関等、研究資金配分機関等と連携しながら、以
下に掲げる事項に早期に着手する。
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経済安全保障
→先端技術に関する
機微情報の流出防止
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2025.4 「研究セキュリティと研究インテグリティの確保に関する有識者会
議研究セキュリティと研究インテグリティの確保に関する有識者会議
「研究セキュリティの確保に関する取組のための手順書―重要技術の流出防
止のために」（2025.12）
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＊学術会議の取り組み

・2020.11 科学者委員会学術体制分科会を設置

2022.7 「科学者コミュニティからの研究インテグリティに関する論点整理」

2023.9 学術体制分科会k見解「研究活動のオープン化、国際化が進む中での

科学者コミュニティの課題と対応―研究インテグリティの観点から」

・2022.7  梶田会長「『研究インテグリティ』という考え方の重要性について」

→ 小林鷹之科学技術担当大臣の質問

→ 梶田回答「先端科学技術と『研究インテグリティ』の関係について」

→ 一部のメディアが、『デュアルユース（両用）』の先端科学技術

研究について、事実上容認する見解をまとめた、と報道。

→ 学術会議は、従来の見解に変更はない、と説明。

「研究インテグリティ」の定義
「研究活動のオープン化、国際化が進展する中で、科学者コミュニティが、
資金や環境、信頼等の社会的負託を受けて行う研究活動において、自主
的・自律的に担保すべき健全性と公正性及び、そのための、透明性や説明
責任に関するマネジメント」

「今日の科学技術とりわけ先端科学技術、新興科学技術には、用途の多様
性ないし両義性の問題が常に内在しており、従来のようにデュアルユース
とそうでないものとに単純に二分することはもはや困難で、研究対象とな
る科学技術をその潜在的な転用可能性をもって峻別し、その扱いを一律に
判断することは現実的ではないと考えます。」
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(4)日本学術会議法案をめぐる国会審議

＊坂井担当大臣の答弁（2025.4.18、衆議院本会議）

・「2017年声明」について、学術会議は「いわゆるデュアルユースに係る研
究のような安全保障に資する研究を一律に禁止するという趣旨のものでは
ない」と説明している。

・2022年7月、梶田会長名で「今日の先端科学技術。新興科学技術は、従来
のように、デュアルユースとそうでないものを二分することはもはや困難
であり、研究対象となる科学技術をその潜在的な軍事への転用可能性を
もって峻別し、扱いを一律に判断することは現実的ではない」といった考
え方が示された、

→ 「 審査制度とかガイドラインとかもかなりの多くの大学が多分設定
ていると思いますので、そういう設定をしている大学に、デュアル
ユースの研究はもう解禁されているんだということを是非政府の方
からも広く告知していただきたい」（維新・三木議員、衆院内閣
委・2025.5.9） 」

＊「梶田回答」は「事実上デュアルユース研究を容認したものと思いますけれ
ども、まだ現場では解釈や混乱がなしとは言えません」、「新しい考え方を
すっきりと発出し直してほしい」（自民・山谷議員、参院内閣委、
2025.5.29）。
「学術会議はやっぱり〔平成〕29年声明を明確な形で撤回する必要があるん
ではないか」（維新・柴田議員、参院内閣委、2025.6.5）。

☞ 神戸大学学長通知：学術会議の見解（の変更）を理由に、「防衛装備庁の
事業であることのみをもって本学の教員・研究者の同制度への応募を一
律に禁止するという本学の方針を見直す」。 95



(5)軍事研究をめぐる政策の展開

①基本方針：防衛力強化のための科学技術の動員

・安保３文書（2022.12）

・第7期科学技術・イノベーション基本計画【2026～2030年度）

・防衛科学技術委員会設置（DSTB、2025.6）

②研究資金の供給を通ずる研究の組織化

・安全保障技術研究推進制度（防衛装備庁、2015～）

・経済安全保障重要技術育成プログラム（Kプロ）

「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関す

る法律」(経済安全保障推進法、2022.5）

③シーズとニーズとのマッチング（シンクタンク機能の創出）

・防衛科学技術イノベーション研究所の設置（2024.10）

・研究機関の連携：ハブとしての国立研究開発法人

④機微情報流出の防止

・人：セキュリティ・クリアランス

「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」（重要経済安保情

報保護活用法、2024.5）

 NB. 「スパイ防止法」?

・場所：オフキャンパスとオンキャンパス 96
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防衛省
防衛科学技術委員会

（2025.6）

防衛装備庁
防衛イノベーション科

学技術研究所
（2024.10）

「研究セキュリティの
確保に関する取組のた

めの手順書」
（2025.12）
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中教審答申
「我が国の『知の総和』

向上の未来像」
（2025.2）
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2025年9月19日
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https://www.youtube.com/watch?v=oA4_EurnGeg
105

https://www.youtube.com/watch?v=oA4_EurnGeg
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国力としての防衛力を総合的に考え
る有識者会議第2回（2022.10.20)

橋本・上山ペーパー
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国力としての防衛力を総合的に考え
る有識者会議第2回（2022.10.20)

橋本・上山ペーパー
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参政党
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軍事的安全保障への科学技術の動員

大 学

国立研究
開発法人

企 業

防衛省
自衛隊

内閣官房
内閣府

先端技術 軍事技術
ニーズ

シーズ

マルチユース（デュアルユース）

マッチング ・政策中枢レベル
内閣官房の統合機能
防衛大臣をCSTI議員に

・研究プロジェクト・レベル
官民協議会

・研究機関レベル
国立研究開発法人の拠点化

・研究者レベル
セキュリティ・クリアランス

機微情報の流出防止

インキャンパス
オフキャンパス

防衛産業
の育成

オープンクローズ戦略
機微情報の保護としての
「研究インテグリティ」

調達

防衛装備
輸出

防衛科学
技術委

安全保障技術
研究推進制度

防衛科学技
術イノベ研

CSTI

経済安全保障
重要技術

育成プログラム

ハブ機能



国家安全保障政策 経済政策

安全保障政策への大学の包摂

111

科学技術政策
大学政策

軋轢

軋轢

軋轢

経済安全保障



(6)議論すべき問題

①「デュアルユース」

＊「2017年声明」の前提となった学術会議の見解は変わっていない

＊「デュアルユース」言説の推移

・安全保障技術研究推進制度

₋ スピンオフ（民生転用）によって軍事部門による資金供給を正当化

₋ 公開性を強調

・経済安全保障重要技術育成プログラム

₋ 非軍事部門の資金によるスピンオン（「公的利用」＝軍事を含む）

₋ 秘密保護は当然の前提とされる

・民生と軍事の区別は困難（「マルチユース」）

→ だからこそ、「軍事利用の可能性を理由に研究を否定すべきではな

い」のか

だからこそ、「研究・技術がどのように用いられるかについていっそ

う自覚的になるべき」なのか 112

「よく技術のデュアルユース（軍民両用）と言われますが、私は『多用途性』
だと思っています。軍事か非軍事化は、使う人の目的や状況によって変わるの
で、現実問題として切り分けができないのです。」（高見沢将林・元防衛省防
衛研究所長、「朝日新聞」2025.12.6）



②軍事的安全保障研究の倫理性― 「2017年声明」が積み残している問題A

113

安全保障と学術に関する
検討委員会

第2回（2016.7.28）
「論点整理」（小森田）
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「2017年声明」



③大学以外の研究機関を含めた科学者の責任―「2017年声明」が積み残している

問題B

＊２つの批判

・大学だけが「手を汚さない」ということでよいのか？

・大学が軍事研究しなければ平和は確保できるのか？

＊組織のミッションと軍事的安全保障研究

・国立研究開発法人：軍事的安全保障研究のハブとしての役割？

・企業の研究所：国策としての防衛産業の育成

・防衛装備庁：職業としての軍事研究

・共同研究や人の動き（クロス・アポイントメントなど）をつうじて、

性格の異なる研究機関のあいだの繋がりが拡大
115

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法
宇宙基本法第２条の「宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっとり」

宇宙基本法
「宇宙開発利用は、…日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われ
るものとする。」
「国は、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資す
る宇宙開発利用を推進するため、必要な施策を講ずるものとする。」



３つの問い

116

(1)国家安全保障政策が科学技術政策や大学政策に浸透しつつある中で、学術の
普遍性、科学研究の公開性の原則をどのように擁護すべきか？

(2)所属する研究機関のいかんにかかわらず、科学者・技術者を律すべき共通の
規範はありうるか？

(3)軍事研究への組織的動員が進行する中で、個々の科学者の良心（価値観）を
保護する仕組みはありうるか？
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橳島次郎『科学技術の軍事利用―人工知能兵器、兵士の強化改造、人体実験の
是非を問う』（平凡社新書、2023年）

「自分の研究の成果がどのように利用されるかに研究者はもっと注意を向け、
その是非の判断に積極的に関わるよう努めるべきだ。科学研究に携わる者には、
職業倫理として、立案、実施から結果の発表に至る研究の全体が適正に行われ
ること（リサーチ・インテグリティ）が求められる。成果の利用のされ方に注
意を払うことも、研究の全体の一環だと考えるべきだろう。それが軍民両用に
向き合う科学者の倫理だといえる。」
「経済安全保障推進法による軍民両用技術の研究開発への参加ないし協力を、
認めないと決める大学も出てくるかもしれない。もちろん、国による研究者へ
の協力の要請は、憲法が保障する学問の自由と両立するものでなければならな
い。研究者には、協力の要請を断る自由と権利がある。しかし、…軍事関連研
究を国とその契約機関だけに閉じ込めてしまうのは危険である。大学をはじめ
とした学術研究機関と関連専門学会は、軍民両用研究に背を向けず、その動向
に関与し、安全保障関係の活動を社会の中に繋ぎ止める役割を果たすべきであ
る。／また、研究開発に直接携わらない一般市民も、研究を支える資金で大き
な比重を占めるのは自分たちが納める税金なのだから、研究開発の結果とその
使われ方を監視し、意見をいう権利がある。軍事関連研究の問題を、軍事や安
全保障の専門家だけにまかせていてはいけない。市民が軍事と科学の問題を教
養の一環として広く身につけることが、健全な民主社会の存続のために必要な
のではないだろうか。」
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